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Abstract

　To classify trends in research on support provided by healthcare, medical, and welfare 
institutions addressing elder abuse at home in Japan, we examined 105 relevant papers 
published within the period between 2006 and 2018. There were 4 types of related institutions: 
medical institutions, administrative bodies in charge of healthcare/welfare services, 
community-based comprehensive support centers, and care service offices.
　Medical institutions tended to detect signs of abuse through their emergency outpatient 
services, and provide medical support for the elderly with dementia and mental disorders. 
Administrative bodies in charge of healthcare/welfare services coordinated related institutions 
and created networks for service use, but their initial response systems to appropriately 
manage abuse on identifying it had yet to be established. Professionals of community-based 
comprehensive support centers provided support for residents with self-neglect or refusal of 
intervention in many cases, and had a sense of difficulty in managing these cases. Employees 
of care service offices frequently detected signs of abuse, but they found it difficult to judge 
whether these signs indicate abuse, and accurately recognizing the necessity of consulting/
reporting was their challenge. 
　In order to identify abuse early and appropriately manage it, it would be important for 
administrative bodies in charge of healthcare/welfare services and community-based 
comprehensive support centers to start close collaboration with other related institutions 
whenever detecting signs of abuse. 
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Ⅰ.　緒　　　　　言

　日本で高齢者虐待研究を最初に行ったのは精神科医の金子義彦1）と言われ、1987年に著書「老
人虐待」で実態が報告された。しかし、本格的な研究は1990年代に入ってからで、国が政策の必
要性を認知し全国的な調査を行ったのは2003年である2）。2005年に「高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、法）が制定され養護者による家庭内虐待と施設
従事者による施設内虐待の２つの虐待防止が法制化された。
　一般的に虐待は、「ひどい傷害の行使、不条理な拘束、脅迫または残酷な罰を与えることで、
身体的な傷、苦痛または精神的な苦痛をもたらす行為」3）とされており、法では身体的虐待、心
理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護・世話の放棄・放任の５つに類型化された。日本は、高
齢アメリカ人法の定義を参考としたため、虐待の類型はほぼ同様であるが、「意図的な行為」を
前提とするアメリカ4）,5）に対し、日本は「虐待の自覚の有無を問わない」6）ことが相違点である。
これは虐待件数全体に占める意図的な虐待の件数がわずか24%という結果であったことに基づく
が2）、意図的ではない虐待を含めたことが虐待か否かの判断をより困難にしている。しかし虐待
者も高齢で疾病や障害を抱えていたり、若くても心身の健康問題をもつ方が多かったため2）、法
では虐待を行った養護者もまた支援の対象として位置付けている。さらに、家庭内高齢者虐待は
地域で発生し、周辺の関係者の関わりも必要になることから、第一義的な責任主体を市町村とし
ている。直接の支援機関には、法施行の同年に設置された地域包括支援センターが、相談対応を
担うこととなった6）。
　地域包括支援センターは、保健医療、福祉、介護等の多様な相談を住民の身近な場所で対応す
るため、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの３職種が配置されている。市町村や地域包
括支援センターが相談・通報の窓口になったことで、全国の虐待件数も把握できるようになった。
その件数は法施行より年々増加し、2017年度の相談件数は3万件を超え、虐待認定も17,078件と
前年度より694件（4.2％）増加した。近年は虐待の深刻度も高くなり、半数以上が深刻度３以上
で生命・身体・生活に著しい影響があった7）。
　高齢者虐待問題は健康指標にも関連しており、虐待による死亡リスク8）,9）や入院率10）の増加、
抑うつ症状等の精神疾患の罹患11）,12）など、健康や財政上の重大な問題と言える。WHO（世界保
健機関）は多くの国が急速に高齢化しているため、高齢者虐待も世界的な蔓延を予想し、公衆衛
生上の潜在化した優先課題とした。その背景は、近年発行された52編の研究の虐待の推計値を定
量的に合成したメタ解析結果によるもので、過去１年間に虐待を受けた高齢者割合を15.7％と報
告している13）。殆どが被虐待者の自己申告であり、認知症や虐待者の報復を恐れ申告しなかった
方を除くため、虐待の割合は過小評価されるとしている13）。しかし過小報告される虐待は、介入
の後れによる発生率の増加につながる可能性も指摘されている14）。これらを踏まえると、法施行
より把握できるようになった日本の高齢者虐待件数は氷山の一角であり、法成立は問題解決に向
けた一歩に過ぎないと考えられる。
　以上より本研究は、日本の家庭内高齢者虐待における保健医療福祉機関の支援に関連する研究
動向を把握することを目的とし、虐待防止に向けた示唆を整理することとする。
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Ⅱ.　方　　　　　法

　2019年７月に医学中央雑誌Web Ver.5を用い、2018年12月までに発行された国内文献（以下、
文献）を対象に原著論文を検索した。キーワードは「高齢者虐待」である。高齢者虐待は「老人
虐待」「ミストリートメント」とも示されるが、今回はデータベースのシソーラスに基づき「高
齢者虐待」に統一した。法の対象外虐待として、自傷行為やセルフネグレクト（自己放任）があ
るが、国は権利擁護として同様に対応することとしているため6）、本研究の対象虐待とした。該
当文献は339編で表題と抄録（抄録がないものは本文）を参照し、両者に虐待の用語が入ってい
ない論文41編を除く298編を抽出した。次に法制定以降の家庭内高齢者虐待164編を選定し、その
うち保健医療福祉機関に関連する105編を分析対象文献とした。論文全体を精読し筆者が重要と
考えたトピックの要約内容を抽出し、高齢者虐待の支援を「把握」「対処」「予防」のフレームワ
ーク15）に分類した。以下、被虐待者は「高齢者」、虐待者は「養護者」、地域包括支援センター
は「包括センター」、介護支援専門員は「ケアマネジャー」で統一して表記した。

Ⅲ.　結　　　　　果

１．高齢者虐待研究の法成立前後の推移
　表１に示すとおり、1992年以降から本格的に高齢者虐待研究が始まり、家庭内高齢者虐待研究
は211編（70.8％）あった。そのうち法成立以降の研究は164編と約８割を占めた。

２．保健医療福祉機関別における家庭内高齢者虐待研究の特徴
　対象文献は105編16）-120）で４つの支援する保健医療福祉機関があった。「医療機関」23編16）-38）

（１編重複）、「保健福祉行政」34編34）,39）-71）（４編重複）、「地域包括支援センター」32編52）,67）,71）,72）-100）

（６編重複）、「介護事業所」23編72）,84）,92）,101）-120）（３編重複）であった（表２）。以下、機関別に研
究内容を示す。
１）医療機関の支援に関連する研究
　虐待は救急外来で把握されることが多く、いずれも入院治療に至った症例であった16）-18）。また
潜在する虐待を把握するため、入院患者や認知症通院患者の実態調査を行っていた19）,20）。入院時
点で関係機関の関わりがない事例が70％と多く、退院後の処遇に関しては介護者との分離が81％
と虐待のレベルが深刻化したのちに受診する事例が多いことが示唆され問題視されていた19）。看
護職調査では約２割が虐待遭遇経験を持ち21）,22）、身体的虐待、性的虐待、介護放棄は７割前後、

表１　高齢者虐待研究の法成立前後の推移
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表２　保健医療福祉機関別の家庭内高齢者虐待研究の概要
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経済的虐待、精神的虐待は約５割の認識であった23）。把握では「身体観察」「介護者との関係性」
「高齢者の言動」に観察視点を持っており22）、虐待発見のため遭遇の意識を持つことや老年看護
学教育の必要性が示唆されていた24）,25）。
　対処には認知症26）,27）や精神障害28）,29）をもつ高齢者への医療支援が多く、一方で医師は養護者

（息子、夫）に疾患や治療の説明を行っていた。また高齢者の能力低下に対する認識が低かった
り、虐待の事実を隠すなどの責任を欠く態度がある場合は再発リスクを予測し、必要に応じて離
れて暮らす生活について家族教育を行っていた26）-29）。介護負担が原因で虐待をする夫には、高齢
者の抗認知症薬の治療により分離措置から在宅移行へと良好な経過を辿った事例もあった27）。訪
問看護では、要介護の母親に息子が期待する母親像の隔たりを埋める話し合いや家族の力動評価
など共依存関係への介入を行っていた30）-32）。また、介護ストレスや訴えを表出できるようアサー
ティブネスを高める支援も行っていた33）。
　予防では医療機関が中心となり、虐待発見・予防のために地域関係者と協働した普及啓発を行
う取り組み34）があった。また専門職と地域が現状認識を共有し当事者を見守ることで役割分担
が明確になり、安心・安全な環境を維持する再発予防の支援もあった35）。
　入院中の一人暮らし高齢者の家族が退院後の在宅介護を拒否し医療中断を申し出た事例36）、非
養護者の男児による虐待は養護者支援に該当しない事例37）、高齢者の第三者後見人に医的侵襲の
同意権がない事例など、生命倫理や法制度に問題提起をした研究もあった38）。
２）保健福祉行政の支援に関連する研究　
　把握では、担当者は多種多様な虐待の判断に困難感を持っていた39）。一方で、判断根拠を明確
化する必要性39）が示唆されていた。そのため、虐待の疑い内容と実際の虐待内容の関連性を分
析したり40）、リスクアセスメント表等の開発・導入を検討していた41）,42）。都市部の把握状況では、
通報時に「生命に関わる危険な状態」が16.3％で全国平均より高く、虐待発生後の把握は77％、
対応も72.8％が通報からの関わりであった。また、通報から「１～４日」に事実確認をした事例
は32％と少なく43）、生命の危険が生じ得るような事例の把握と関係者からの情報集約を迅速に行
う初動体制づくりが今後の課題とされていた43）。
　対処では、養護者の居留守・威嚇や、養護者に気を使い訪問拒否する高齢者には、双方の健康
に気を遣う関わりや、キーパーソン・地域関係者の支援を確保していた44）-47）。また他部署や関連
機関と連携し、介護サービスの導入、生活保護の相談、養護者の就労支援、認知症高齢者の成年
後見制度利用支援46）-49）、医療受診勧奨など多様な支援を検討していた49）。一方でやむを得ない場
合は分離支援が行われ、介護の放棄・放任が６割以上であった50）。分離支援は「生命の危険のあ
る状態」が約９割と多く51）,52）、保健師は怪我の程度や放任等の一般状態等の観察・フィジカルア
セスメントが重視された51）,53）。並行して病院・主治医に連絡を行い分離保護の妥当性に関する助
言を得ていた53）。
　予防は、介入・分離支援の基準を含む相談対応マニュアルの整備、専門職配置、医療機関・介
護施設・警察・地域関係者等とのネットワーク構築を検討していたが54）-59）、多重問題の事例対応
には職員の精神的負担や人材不足の課題があった57）,60）。そのため、行政内部の体制は、担当者を
固定し対応スキルや高齢者情報・地域資源の情報等を継承し、スーパーバイザー的な役割を持つ
機関、障害担当課、保健センター、保健所、法律専門家との連携が提案されていた57）,60）,61）。しか
し小規模な自治体では体制整備が困難で、都道府県の広域支援の必要性が示唆されていた62）,63）。
体制整備や関係機関連携を積極的に推進する市町村は、広報活動、実態把握、職員研修、連携会
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議が活発に行われ34）,64）-71）、虐待通報件数の増加68）、実務者の判断のズレの解消67）,70）,71）に寄与して
いた。
３）地域包括支援センターの支援に関連する研究
　把握では、職種別の意識の違い72）や認知症の有無による虐待判断に課題73）があった。介護負
担を抱えるハイリスク家族にはケアマネジャーが関わっているため、連携強化や74）虐待兆候の
認識の統一が示唆され、把握後も密な情報共有が必要とされていた75）。
　対処では、セルフネグレクト事例76）-80）、精神･発達障害のある高齢者81）、介入拒否事例82）-86）の
対応に専門職は困難感やジレンマを抱えていた。特に、セルフネグレクトは、自覚がないが約８
割、社会的孤立が約７割、慢性疾患が約４割、栄養不良が約８割いたにも関わらず、必要な医療
や保健福祉サービスの利用拒否が約７割、性格や人格の問題がある者が約６割で、高齢者自身や
住環境の不衛生があった76）-78）。セルフネグレクトや介入拒否には、初動期に信頼関係を構築し、
展開期は生命の尊重を重視し、行動変容を促す介入、家族介入、ソーシャルネットワークの活
用、他機関連携、情報の入る仕組みを確立し78）-80）,85）,86）、見守り介入、緊急時介入、予防的介入を
駆使して関わっていた78）,85）,86）。配偶者間虐待の対応では、養護者の介護負担が原因の場合は、悩
みや気持ちの理解、介護者交流会への参加などが解決の有用な方法であった87）。しかし、心理的
虐待やDV（配偶者間暴力）が継続した事例は、介入後も虐待が無くなる割合が低かった87）。ま
た配偶者間虐待の半数以上が、65歳前のDV延長であると報告されており67）、この場合は被害者
の安全確保や分離の検討も必要であることが言及されていた87）。対処方法の改善には、看護職の
支援行動指標88）や、家族関係に介入する社会福祉士の実践スキル89）,90）、関係職種間で保護・分離
の見解を一致させる技能項目91）、養護者支援のアセスメント方法の導入が検討されていた92）。
　予防では、虐待対応が圧迫すると他機関連携に時間的齟齬、認識不一致、虐待対応の温度差が
みられた93）。特に、キーパンソン不在、病院受診やサービス利用の拒否、費用がない、各機関の
役割や位置づけが不明瞭な事例では予防や見守りの課題があった94）。しかし研修会参加や関係資
料の購読を積極的に行い職員の専門性の強化に努める包括センターもあった95）。保健師等は「家
庭訪問による観察判断」（65.7%）、「家族調整」（29.0%）が多く、主に医療連携の役割を果たして
いたが、主体的に活動できるよう包括センターでの条件や位置づけを整える必要性があった96）。
予防意識では、配偶者間虐待の原因を介護ストレスや認知症と考える傾向が強く、DV延長によ
るストレス障害やうつ病等の精神疾患を見逃していると指摘している97）。また、配偶者暴力相談
支援センターは都道府県の管轄であるため、担当者はその存在、機能や役割に関する認識が低
く、活動しているピアサポートグループやカウンセリングの利用、制度活用67）などについて、
高齢者福祉でもDV研修の必要性が示唆されていた97）。また専門職は「認知機能やＡＤＬに問題
がなく、自らの意思でセルフネグレクトに陥っている事例」には、支援の必要性を判断できない
困難感を抱えていた98）。そのため、会議を開くなど互いに葛藤を抱えない手段により支援の認識
を統一する必要性が示唆されていた99）。虐待情報の把握技術を習得する行動やビジョンのある相
談対応は、職務の特徴を理解し支援過程でも意識して関わる実践的意識が関与していた100）。
４）介護事業所の支援に関連する研究
　把握では、発見した虐待を「すべて通報した」事業所職員は2006年で23.7％101）と少なく、
2012年でも「必ず通報している」人は56.1％であった102）。その特徴は深刻になってからの通報が
多かったが、通報事例は71.4％が解決し、通報しなかった事例は29.1％と低かった103）。これら虐
待の通報・把握の阻害要因として、虐待判断や介入の指標が不明確であり（判断基準の不在104）、
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健康問題予測の限界105））、虐待の兆候だけで相談・通報できない現状（証拠がない102）、脅え・不
安・無表情な顔つき等の未確定な虐待サイン106））があった。そのため、医療職に最終判断を委
ねたい105）など虐待対応への不安104）を抱えていた。また、これまでの本人・養護者への接点から、
養護者の事情に過度に配慮107）したり、高齢者本人も保護を求めていない（50％）101）ため、専門
職は虐待を認めることへの抵抗感105）があった。さらに、生活や健康状況を評価し、生命が危ぶ
まれるような状況が確認されず（69％）101）、虐待も恒常的でなく現状の見守りで改善が見込める

（81％）101）場合は、自分ができる対処を試みていた105）。一方で虐待判断を促進する要因には、
「情報量・源が多いこと」が示唆され107）、ケアマネジャーは自宅や本人・家族の様子108）,109）、通
所系介護職員は身体面、訪問系介護職員は家族関係の悪化や心理面、介護放棄の予兆をよく察知
していた108）。これより、安心して相談できる包括センターの役割と106）、発見・介入を遅らせな
いための虐待判断をサポートするシステム構築が必要とされていた72）,105）。
　対処では、養護者の心理面の受容による介護負担感の軽減や110）,111）、精神科医療と連携したこ
とで、認知症の周辺症状（BPSD）が緩和するだけでなく、10年以上ネグレクト支援をする訪問
介護職員側の負担も軽減していた112）。しかし「サービス利用の説得」「家族内の意見の不一致の
際の調整」113）、「養護者と対峙する」「介護者との関係を維持したい」114）、「養護者のバリアに気持
ちが萎える」「養護者が受け入れるプランにならざるをえない」115）など様々な困難感を持ってい
た。その中でも、ホームヘルパーとして専門職アイデンティティが高い人ほど、生活面の様々な
問題に気づき対処できることが報告されていた116）。
　予防では、デイサービスに通所する高齢者にエンパワメントを高める支援117）や保護入所中の
高齢者の在宅復帰を支援していた118）。また、職員研修では介入拒否事例の関わりを検討したり、
虐待対応チームとの合同研修会が望まれていた119）。さらに、ケアマネジャーの後方支援を包括
センターや市町村が、積極的に関わることも示唆されていた120）。

Ⅲ.　考　　　　　察

　本稿では家庭内高齢者虐待における保健医療福祉機関の研究から虐待防止に向けた示唆を得る
事を目的とし、法成立以降の虐待防止のための支援に関する研究動向を「医療機関」「保健福祉
行政」「地域包括支援センター」「介護事業所」ごとにレビューした。
　医療機関では、主に救急外来で虐待の把握が多く、認知症や精神障害を有する高齢者の医療や
介護者教育を通して家庭内高齢者虐待への関わりがあった。医療機関の入院患者における家庭内
高齢者虐待の７割が入院後の発見であったという報告19）もあり、虐待の遭遇意識や観察視点が
必要であった。同時に、救急外来の受診者は重症化した結果であり、関係する保健福祉行政等は
地域での早期発見や予防について事例検証が必要と考える。また、認知症通院患者への虐待スク
リーニングの試み20）は、認知症が虐待要因になることも多いため、発生・悪化予防の効果的な
対策と考えられた。アメリカで実態調査するPillemerら121）は、近年の３つの大規模調査から自
国で虐待を受ける高齢者割合を7.6％～ 11％と予想し、１日20人～ 40人の高齢者を診察する臨床
医では毎日１人以上の虐待に遭遇する可能性を報告している。また、かかりつけ医、内科医の60
％以上が虐待について患者に尋ねたことがないという報告もある122）。そのため、保健福祉行政
は緊急入院時の連携だけでなく、発生予防においても医療機関と連携体制を構築する必要があ
る。
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　保健福祉行政では、虐待事例の通報から「１～４日」の事実確認が32％であるため43）、対応職
員は通報事例が、すでに深刻度の高い事例が多い事43）も認識して迅速対応に努める必要がある。
先行する児童虐待防止法のように、通報から48時間以内に事実確認を行うことは高齢者の虐待防
止法に規定はないが、虐待の判断や介入の一定の基準をマニュアルに明記し行動に移す必要があ
ると考える。専門職不足や後方支援機関の少ない市町村は、研修体制の確保、スーパーバイズを
行う関係機関との連携、協働に努める必要がある。
　地域包括支援センターは、介入拒否やセルフネグレクト等の事例への対処が多く、困難感やジ
レンマを抱えていた。困難事例は、対応に時間や労力を取られるが、早期発見し対処したことで
虐待の低減や、終結を早期に図れたという調査結果もある123）。そのため、要介護高齢者はケア
マネジャーへの周知や連携、介護保険未申請の高齢者は民生委員、ボランティア、民間団体等に
よる見守りネットワークを構築し、潜在化している虐待や虐待予備群を把握し予防的介入が行な
えるよう体制整備を行う必要がある。
　介護事業所では、虐待の判断に困難感を感じ、虐待通報が約半数行われていない状況と通報事
例も深刻化した状態であった102）,103）。虐待は、不適切なケアから軽中度の潜在した虐待もあるた
め、介入の遅れにより虐待が深刻化しないよう相談連携が必要である。高齢者、養護者との接点
がある場合には定期訪問時に虐待の有無を確認したり、前回からの変化を観察する機会も必要で
ある。早期に発見されても相談通報につながらなければ介入は困難である103）ことも専門職に周
知していく必要がある。
　以上を通して高齢者虐待が顕在化しにくいのは、高齢者や養護者側の要因の他に虐待を把握す
る関係機関の専門職側の要因も含まれていた。そのため、保健福祉行政や地域包括支援センター
は、顕在化した事例への対処や発見・介入のネットワーク構築だけでなく、虐待が顕在化しやす
くなるような判断基準を検討し、高齢者の医療・介護等の問題を抱えているハイリスク家族の把
握とその家族を対象とした虐待予防の体制を構築するために、他の関係機関からの個別の相談を
受け入れ密に関わることが重要であると考えられる。
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